






令和７年度より、学校施設開放事業に係る【提出資料】を全て電子化します。

メリット

 ・どこからでも申請できるため、市役所に来庁する必要がありません。

 ・基本的に24時間いつでも申請が可能です。窓口の営業時間を気にする必要がありません。

デメリット

 ・インターネット環境が必要です。

 ・利用者によっては、申請の手続きが困難になる場合があります。

現在、団体から市への書類提出は原則、「紙」であるが、本市のデジタル化に伴い、

「電子または紙」どちらでも提出可能とする。





提出書類

①学校施設利用団体登録申請書 

②学校施設利用団体登録名簿 

③学校施設利用団体確認書

④学校施設利用誓約書

▲学校施設利用団体登録申請
https://logoform.jp/f/xJaB6 

登録要件

①志木市内在住・在勤・在学者が１０名以上かつ利用者総数の過半数を超える団体であること。

②開放施設に影響が生じると判断される種目（床や壁に傷が付く恐れのある種目）でないこと。

③団体代表者（監督者）が成人（１８歳以上）であること。

④営利を目的とした団体でないこと。

⑤団員が中学校で所属している部活動と重複していないこと。

⑥団員が複数の団体に同種目での登録をしていないこと。

学校施設を利用するためには、まず団体登録手続きが必要です。以下の必要書類に必要事項を記載し、

生涯学習課（スポーツ振興グループ）へ直接または郵送、電子申請にて提出してください。

















ダウンロード

アップロード







最後に入力内容確認画面が出てきます。

内容を確認できましたら、「送信」を押してください。
これで、手続きは です。
訂正がある場合は、登録変更届を提出してください。
（次のページ）



▲学校施設利用団体登録変更届
URL：https://logoform.jp/f/z2JhU 

 生涯学習課（スポーツ振興グループ）に提出済の登録書類の内容に変更が生じた場合は、以下
の必要書類に必要事項を記載し、生涯学習課（スポーツ振興グループ）へ直接または郵送、電子
申請にて提出してください。

提出書類

〇 学校施設利用団体登録変更届









▲学校体育施設開放団体利用申請 
URL：https://logoform.jp/f/Y5eGZ 

学校施設開放運営委員会にて日程調整を行い、利用日決定後、志木市教育委員会へ利用申請
をします。志木市教育委員会から許可を受けると利用することができます。

提出書類

 〇 学校体育施設開放団体利用申請書 

志木市教育委員会⇒団体へ

 〇 学校施設団体利用許可書













▲学校施設開放 月次報告書
URL：https://logoform.jp/f/HxsZP 

 学校施設利用後、以下の必要書類に必要事項を記載し、施設を使用した月の翌月１０日までに、
生涯学習課（スポーツ振興グループ）へ直接または郵送、ＦＡＸ、電子申請、学校ポストのいず
れかの方法で提出してください。

提出書類

 〇 学校施設開放 月次報告書

志木市生涯学習課⇒団体へ

 〇 納入通知書

納入

通知書







 体育館を利用している団体につきましては、体育館利用にかかる電気料をご負担いただ
いています。「学校施設開放 月次報告書」を基に、納入通知書を発行し、団体の代表者
（原則）へ郵送いたします。納入期限までにお支払ください。

 内容を確認し、必要事項を入力してください。





自動計算で表示

自動計算で表示

自動計算で表示











 


